○化製場等に関する法律第9条第1項の規定による区域の指定
平成15年12月1日
告示第93号
赤湯(字夷平道下一、字夷平、字沼端、字新田、字新田前及び二、字芳野前、字八幡坂、字深山、字湯尻、字的場、字本町一及び二、字馬町北、字馬町南一、字川尻、字堺田六、字柿崎一及び二、字森一、字森先、字森前、字森先五、字西町、字横町、字川原一、字川原、字川原三及び字西川原に限る。)
二色根(字山崎、字上氷堂、字下氷堂、字下川原一及び二、字堤端、字大門、字大日浦、字大日前、字綿打、字中川原、字前田、字根小屋前、字根小屋、字鍛治屋敷、字的場、字面田、字西面田、字大巻、字諏訪前、字起田、字前川原、字石田、字田中堰、字湯坂、字湯沢、字水溜及び下川原に限る。)
三間通(字横沢、字傾城橋、字後畑、字西野々、字桑旗、字北桧原、字関口前、字関口後、字長田、字堰欠、字中唐越、字西唐越、字円蔵脇、字円蔵西、字円蔵前、字地蔵田、字成梨、字稲荷、字西稲荷、字諏訪西、字西大田、字東六角、字六角西、字壇ノ越、字樋越、字蕨田、字東蕨田、字中蕨田、字西蕨田、字西川原、字雷前、字中上野、字西上野、字西山、字間々上、字川原、字平蔵壇、字八幡前及び字八幡後に限る。)
椚塚(字中島、字蛇沼、字北谷地、字中谷地一から三まで、字押出、字押出四、字塚田、字塚田一から三まで、字松木壇、字辻の前、字前田、字館ノ越、字館ノ山、字堀田、字湯川原、字川端、字山崎、字石法花、字橋本一及び二、字李の木、字太子堂、字太子堂二、字角田、字渋田及び塚田に限る。)
長岡(字境田、字北田、字小生堂、字東田中、字西田中、字西田、字西田中西、字西田中南、字長苗代、字清水尻、字五百刈、字南森、稲荷森、字南森西及び字金屋神に限る。)
郡山(字杉の上、字舟橋、字的場、字一早、字砂原、字沢無下、字北的、字両角一から三まで、字荒田、字中ノ坪、字並柳、字前田、字間々上一、字沢口、字仲堀、字長巻、字拾弐の前、字前畑、字間々ノ上二、字長面四及び五、字他屋前、字早稲田、字高野、字塚田、字安部田及び字六百刈に限る。)
島貫(字北ノ前、字阿弥陀前、字六角、字樋越、字沢田、字下堂ノ前、字渋田、字堂ノ前、字上西原、字西原東及び西原西に限る。)
高梨(字畑田、字石畑、字大角檀、字中上、字中里、字北之前、字寺裏、字鍛治ノ前、字長表、字入生田及び字壇之前に限る。)
萩生田(字水上、字上河原及び下河原に限る。)
若狭郷屋(字駅の裏、字宮田、字大下、字樋口、字玉ノ木、字西田、字西ノ畑、字石田、字沢見、字三百刈、字上三百刈、字江中子、字中屋敷、字扇田、字内方、字浦城、字北河原及び字的場に限る。)
蒲生田(字寺屋敷、字町ノ浦、字上番匠面、字番匠面、字地蔵前、字塚田、字八幡前、字海老田、字馬場、字旗鉾、字番田、字下川原、字上川原、字滝の下、字牛ケ窪、字高畑、字大田、字道の下、字堰口前、字観音堂、字寺の裏、字南館、字町屋敷及び農満屋敷に限る。)
宮内(字関口一から十二まで、字大曲一及び二、字湯街道一から三まで、字一本杉一から四まで、字川原田一から三まで、字下川原一、字中川原二、字上川原一及び二、字飯詰一から三まで、字下田一から四まで、字堀之内、字砂押一から五まで、字清水一及び二、字粡町一及び二、字横町、字宮町、字久保、字菖蒲沢、字坂町、字田町一及び二、字本町一及び二、字黒木一及び二、字久根崎、字馬場一から三まで、字穴田、字穴田二から五まで、字桜田一及び二、字八幡田一及び二、字中ノ坪、字中ノ坪二、字三番縄一、字三番縄三、字斉藤三及び四、字新町一及び二、字町尻一及び二、字宮前、字富貴田、字富貴田一から四まで、字大清水、字大清水一、字阿弥陀堂、字柳町一及び二、字大壇一から六まで、字別所一から四まで、字寺西、字鐘小屋一から四まで、字花沢、字山王山一、字尾島、字上川原一、字塔ノ越一及び二に限る。)
池黒(字別所、字神明前、字鳥居脇、字高関、字長表、字東田、字高田、字石台、字千苅田、字後沢田、字沢田、字向畑、字鬼弐百苅、字扇田、字猫子前、字猫子屋敷、字壇之前、字松畑、字休場、字馬場、字川原、字館之内、字地藏廻、字土戸川原、字館山、字館山下、字新右衛門川原、字日渡、字細田及び西原に限る。)
漆山(字河原、字北目、字東屋敷一から五、字柳田一、字柳田三、字東寺町三及び四、字細田一及び細田二、字五合田一から三まで、字東高堰二、字西高堰三、字前田及び字東寺町二に限る。)
中央東(字永田に限る。)
の区域
